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要約 

 改正労働安全衛生法におけるストレスチェック制度が平成27年12月1日より始動し、平成28年
は各事業場ともストレスチェックの企画・実施・運営に追われた。適法に実施するので精一杯の

事業場も多いが、ストレスチェック制度を実効性のあるものにするには、実施後に得られたデー

タを活用していかにメンタルヘルス不調の一次予防を進めるかが何より重要である。特にストレ

スの原因そのものを対策する職場環境改善活動の推進がポイントとなる。職場環境改善活動のう

ち比較的取り組みやすい管理監督者主導の活動を中心にして、職場環境改善の意義、管理監督者

がラインケアとして推進する職場環境改善活動の進め方、ラインケアとして推進する職場環境改

善のための教育研修のあり方について解説した。 
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Ⅰ．はじめに 

 平成27年12月から実施されたストレスチ

ェック制度は、実施をめぐる運営上の混乱も

あったが、大多数の事業場では平成28年11月
末時点ではストレスチェックが実施済となっ

ているはずである。ストレスチェック制度に

よりわが国ではメンタルヘルス不調の一次予

防への機運が高まり、メンタルヘルス対策の

強化に向けた取り組みが確実に促進されてい

る。 
 川上ら（2016）は、ストレスチェック制度

において義務化されている活動である“スト

レスチェック結果の個人通知”および“高ス

トレス者への医師面接”については、メンタ

ルヘルス不調の未然防止に有効かどうかの科

学的根拠がなく、一方、努力義務である職場

環境改善は高い水準の科学的根拠を有するこ

とを指摘しており、職場環境改善が多くの事

業場で実施されればメンタルヘルス不調の一

次予防推進が大いに期待できる。 
 さらに厚生労働省が公表しているストレス

チェック制度指針においては基本的な考え方

として、「メンタルヘルス不調の未然防止だけ

でなく、従業員のストレス状況の改善及び働

きやすい職場の実現を通じて生産性の向上に

もつながる事に留意して、企業経営の一環と

して活用を進めること」と示されており、職

場環境改善の取り組みが推奨されている。す

なわち、仕事のストレス要因の改善やメンタ
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ルヘルス不調予防を個人の問題として片づけ

るのではなく、経営の問題としてとらえ、従

業員がやりがいを感じていきいきと気持ちよ

く働くことができる会社づくりを目指すこと

が求められているのである。 
 今後、ストレスチェック制度で努力義務と

なっている集団分析と職場環境改善は様々な

業種・事業場規模で実施可能な方法論が整備

されれば義務化されることになると思われ、

この方面の実践的な研究が進むことが期待さ

れる。 

Ⅱ．職場環境改善の重要性 

 ストレス・メンタルヘルス対策を経営の問

題としてとらえ、生産性の高い働きやすい職

場づくりを目的とした場合、職場環境改善の

取り組みは必須となる。職場環境改善がなぜ

重要なのかについては主に2つの点を指摘で

きる。一つ目はメンタルヘルスに影響する仕

事のストレス要因は職場環境に潜んでおり、

物理化学的環境はもちろんのこと、職場のレ

イアウト、会議の持ち方、情報の流れ、人事

評価の公正感などもメンタルヘルスに影響す

るストレスとなりうるからである。さらに、

2つ目は国際労働機関の報告（1992）では、

個人に焦点をあてたアプローチの効果は一時

的・限定的であったのに対し、職場環境から

のアプローチの効果は永続的であったとされ

ていることである。 
 物理化学的な狭い範囲の職場環境だけなく、

心理社会的な環境も含めて組織的に環境改善

を行うことで、メンタルヘルス不調の一次予

防が効果的に推進できる。 

Ⅲ．職場環境改善の方法 

 職場環境改善を推進する方法はだれが主導

するかで①衛生委員会、②管理監督者、③従

業員の3種類の方法がある。それぞれ具体的

に①は衛生委員会で集団分析結果から職場環

境を評価して、組織体制や制度を見直したり、

関連部署に具体的な対策を指示したりすると

いう方法、②は管理監督者に対して当該部署

の集団分析の結果を示し、各部署で管理監督

者が中心となって自主的に対策を立案し実施

するよう求める方法、③は従業員参加型で、

部署ごとの集団分析結果をもとに、管理監督

者が従業員と話し合いながら職場環境の評価

と改善を行うもので、従業員による1～2時間

程度の職場環境改善ワークショップを開催す

る方法である。 

Ⅳ．ストレスチェック制度・職場環境改善 

   における管理監督者の役割・重要性 

 管理監督者は部下である労働者の状況や職

場における具体的なストレス要因を把握して

その改善を図ることができる立場にあり、集

団分析や職場環境改善推進のキーパーソンと

なることは言を俟たない。さらに、職場スト

レスは管理監督者により左右されることも事

実であることから、管理監督者の適切な関与

により職場ストレスの軽減が可能である。 
 しかし、例えば集団分析結果の良くない職

場の管理監督者が自身の評価に影響するので

はないかと恐れて防衛的になったり、次回の

ストレスチェック実施の際に部下に圧力をか

け誰も本音で回答できなくなるというような

弊害がおこらないように、管理監督者に不利

益が生じないよう配慮するとともにストレス

チェック制度への理解と協力を求めていくこ

とが重要である。このことがなければ制度が

形骸化してしまう。悪いところ（ストレス）

を見つけて改善しなさいという問題指摘型

（責任追及型）対策では、管理監督者の理解

や協力は得られにくいため、「こんな職場で働

きたい」「こんな職場なら頑張れる」という職

場の望ましい状態をイメージして目標にし、

目標指向型で職場環境改善を推進することが

必要である。 
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Ⅴ．職場環境改善のためのラインケア 

教育の進め方 

 職場環境改善には業務内容や進め方を決め、

さらには職場資源として適切なサポートを与

える管理職の役割が重要であり、ラインケア

として環境改善を推進するには管理職への教

育が必要である。まずはストレスチェック結

果をもとに日ごろの職場管理をストレスの観

点から見直し、対策を立てることが出来るよ

うになるための教育を行う。 

 職場環境改善のためのラインケア教育の進

め方としては、①ストレスチェック制度と管

理監督者の役割、②職場環境改善の意義・重

要性・進め方、③集団分析結果の見方、数値

の意味の理解と自部署の特徴の読み取り、④

これまでの取り組みについての振り返り、今

後の取り組みの検討、具体的な計画策定、⑤

フォローアップについて、という流れが一般

的である。職場環境改善のためのラインケア

教育の進め方を図1に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１．職場環境改善をラインケアで進めるための教育の流れ 

 

 次に各段階でのポイントについて解説する。

まず、最初の①ストレスチェック制度と管理

監督者の役割では、ストレスチェック制度を

形骸化させないために、管理監督者が関心を

持ち積極的に参加・協力してもらえるような

動機づけを行う。この段階では、ストレスチ

ェック制度の主旨を十分に理解させることが

何より重要で、国としての方針を解説すると

ともに経営側の方針表明を提示することで理

解を促進する。また、集団分析結果のよくな

い職場の管理監督者への配慮についても説明

しておく。②の職場環境改善の意義・重要性・

進め方では、職場環境改善の目的が単にスト

レス低減ではなく健康で生産性の高い職場づ

くりにあることを示すのがポイントである。

職場環境改善によりメンタルヘルス改善だけ

でなく生産性も向上するという科学的根拠を

示すことで知的な理解が得られる。さらに、

職場環境改善の効果は管理監督者の職場マネ

ジメントにとっても大いにメリットがあるこ

とを紹介することも動機づけにとって重要で

ある。③の集団分析結果の見方・数値の見方・
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自部署の特徴の読み取りでは、集団分析結果

の悪い職場の管理者への配慮が必要となる。

特に“上司支援”の得点には敏感に反応する

管理監督者が多いことに注意が必要であり、

集団分析結果を見ることのできる範囲を決め

ておくことが肝心である。さらに職場の悪い

点に目がいきやすいが、良い点や強みにも目

を向ける。④のこれまでの取り組みの振り返

り・今後の取り組みの検討・計画策定では、

日ごろのマネジメントを振りかえってもらう

が、できていないことよりできていることに

注目してもらう。今後の取り組み策定では、

対策は多くとも3つにすること、さらに目標

指向型で取り組みを具体的に決めることがポ

イントとなる。⑤のフォローアップでは④で

決めた対策（取り組み）が立ち消えにならな

いように進捗確認の機会を設定し、継続的な

取り組みを支援できるようにする。職場環境

改善の取り組みの報告会なども計画にいれる

とよい。 

Ⅵ．まとめ 

 ストレスチェック制度を実効性のあるもの

にするには、職場環境改善を推進し仕事のス

トレス要因への対策、働きやすい職場環境の

創出が重要である。そのためには管理監督者

が職場環境改善をラインケアで推進できるよ

うにするための教育が必要となるが、まずは

管理監督者の理解と協力を得ることが何より

大事である。管理監督者が防衛的にならない

よう集団分析結果によって不利益な扱いは受

けないことを明示すること、さらに集団分析

結果を見ることのできる範囲を決めること、

問題指摘型対策だと責任追及されると誤解さ

れるため目標指向型の対策としてポジティブ

に取り組めるようにすること、等がポイント

となる。 
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